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いつから変わるのですか？

平成23年4月を予定しています。

　相互扶助や親睦、環境美化、回覧板による連絡、自治公民館の維持管理など私たちの生活に一番
身近な組織である自治会（区）に関する制度を見直します。長年続いた「行政区長」の委嘱をやめ、目的
別に交付してきた補助金や扶助費を廃止し、新たに自治会（区）を支援する交付金制度に移行します。
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なぜ委嘱をやめるのですか？

市長が委嘱し、公務員として市の仕
事を担うのが「行政区長」です。地域
での仕事とお金の流れを透明化し
て、誰もが地域活動にかかわる環境
をつくっていく（地域自治のまちづくり
を進める）ため、委嘱をやめます。
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区長業務の軽減を図る、とのことですが？

区長さんには多くの仕事が集中しがちです。市は兼任
（充て職）を減らすよう努めます。自治会(区)でも仕事
や役割の見直しで負担軽減が図られるよう話し合って
ください。

「行政区長」＝非常勤特別職の公務員

目的別に５つのお金を交付

「行政区長」に依頼
市広報誌の配布や市の事業の周知、
連絡調整など

①行政区長報酬②自治振興費補助金
③防犯灯街灯電灯料補助金④自治公
民館育成費補助金⑤敬老扶助費
自治会(区)規模230世帯の場合、
合計で1,050,000円程度

●区長さんの担当は生活安全課
●上記①②③は生活安全課、④は郷育
推進課、⑤は高齢者サービス課

自治会(区)の代表者（これまで通り）

自治会(区)に依頼
自治会（区）長のもとで、業務を分担します

①～⑤は廃止し
新たな交付金として自治会(区)に交付
住民が安心して暮らしていくための地域
活動、自治会(区)運営のため交付
金額は平成22年度を基準として平成23年度
は100％、平成24年度90％、平成25年度80％

郷づくり支援室
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小学校区単位のコミュニティ「郷づくり」との関係は？

関連はありますが、今回の制度改革の対象は自治会
（区）です。小学校区を対象とした地域自治の体制づくり
（郷づくりの推進）は、平成２５年度からの新体制を目指
し、郷づくり推進協議会の組織のあり方、活動内容、お金
の流れについて協議をしていきます。
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（市長が委嘱、市から報酬）

区長さんには、自治会(区)の代表者として、これまで同様、市とのパイプ役をお願いします。
自治会(区)や隣組の組織・運営はこれまで通りです。
市広報誌や回覧文書の配布は、今まで通りの方法でお願いします。

何が変わる？  行政区長委嘱および補助金などの見直し
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